
事業用定期借地権設定契約締結に関する覚書（案） 

 

 借地権設定者 福山市（以下「甲」という。）、借地権者 ○○○○（以下「乙」という。）及び乙の

連帯保証人 ○○○○（以下「丙」という。）は、借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」と

いう。）第２３条第２項に定める事業用定期借地権（以下「本件借地権」という。）の設定契約（以下「本

契約」という。）について、次のとおり合意したので覚書を締結する。 

 

１ 甲、乙及び丙は、公証役場において、公正証書により、本覚書の下記に定める内容に基づき本契

約を締結する。 

２ 公正証書作成の費用は、乙の負担とする。 

３ 第１項に記載の公正証書には、強制執行認諾条項を付するものとする。 

４ 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から本契約の締結日までとする。 

５ 本契約の締結期限日は２０２６年（令和８年）９月３０日とする。 

 

記 

 

（賃貸借物件） 

第１条 甲は、次に掲げる土地（以下「賃貸借物件」という。）を乙に現況のまま賃貸するものとする。 

賃貸借物件の表示 

２ 本件借地権は、建物（専ら事業の用に供するものであって、居住の用に供しないもの。以下同じ。）

の所有を目的とする賃借権とする。 

（賃料） 

第２条 賃貸借物件の契約金額は、（１０年総額）○○○○円とし、各年度（年度とは、４月１日か

ら３月３１日までとする。以下同じ。）の当初に年額○○○○円の賃料を一括して納めるものとす

る（賃貸借期間が１年に満たない場合の賃料は、賃料年額を３６５（当該年度に閏日を含む場合は

３６６）で除して得た額に、賃貸借期間の日数を乗じて得た額とする（１円未満切捨て）。）。ただ

し、契約金額と支払金額の累計額に差額が生じた場合には、賃貸借期間の最終年で、契約金額に合

致するよう調整する。 

２ 乙は、賃料を甲の発行する納入通知書により指定期日までに甲に納付しなければならない。初年

度分の賃料については、賃貸借期間の開始日から起算して３０日以内に、次年度分以降の賃料につ

いては当該年度の４月３０日までに、所定の納付書により納付すること。ただし、納付期限の日が

金融機関の休日に当たるときは、次の営業日を納付期限の日とする。 

３ 甲は、社会経済情勢の変動等がある場合は、甲と乙の双方の協議により、原則として３年ごとに

賃料を変更することができる。 

（賃貸借期間等） 

第３条 賃貸借期間は、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。賃貸借物

件に建物を設置する期間及び原状回復に必要となる期間も賃貸借期間に含めるものとする。 

  賃貸借期間の更新及び建物築造による存続期間の延長は行わない。ただし、再契約を否定するも

のではない。この場合、再契約の賃貸借期間は、当初の賃貸借期間を超えないものとする。 

２ 甲と乙は、本件借地権には、法第３条（借地権の存続期間）、法第４条（借地権の更新後の期間）、

法第５条（借地契約の更新請求等）、法第６条（借地契約の更新拒絶の要件）、法第７条（建物の再築

による借地権の期間の延長）、法第８条（借地契約の更新後の建物の滅失による解約等）、法第１３条

（建物買取請求権）、法第１８条（借地契約の更新後の建物の再築の許可）及び民法第６１９条第１

項（賃貸借の更新の推定等）の規定は適用されないことを確認する。 

所  在  地 地 番 地 目 地 積（概測） 

福山市北本庄五丁目 ２００１番３の一部 水道用地 ９３３㎡ 



（用途指定） 

第４条 乙は、賃貸借物件を賃貸借期間中、専ら、一般競争入札による市有財産賃貸借の案内書（以下

「入札案内書」という。）で指定された用途（以下「指定用途」という。）に基づいた事業の用に供す

るために賃貸借物件を敷地として存する建物（以下「本件建物」という。）を所有するために使用す

るものとし、本件建物を居住の用に供してはならない。 

（用途の変更の承認） 

第５条 乙は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、指定用途の変更を必要とするときは、事前

に詳細な理由を付した願書を提出し、甲の書面による承諾を得なければならない。 

 ⑴ 不可抗力又は過失によって賃貸借物件が滅失又は毀損し、引き続き指定用途に基づいた事業に

供することが著しく困難又は不可能である場合 

 ⑵ 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、賃貸借物件を引き続き指定用途に基づ

いた事業に供することが真に困難又は不適切となった場合 

（転貸等の禁止） 

第６条 乙は、賃貸借物件を第三者に転貸してはならない。 

２ 乙は、賃貸借物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定してはならない。 

３ 乙は、本件建物を第三者に賃貸してはならない。 

（登記） 

第７条 乙は、賃貸借物件の本契約に基づく事業用定期借地権の設定登記手続を行うことを甲に請求

しないものとする。 

（建物の増改築等） 

第８条 乙は、本件建物の新築、増築、改築及び解体するに当たっては、事前に甲と協議を行い、書面 

による甲の承諾を得なければならない。 

（維持保全義務等） 

第９条 乙は、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件の維持保全に努めなければならない。また、そ

のために必要となる一切の費用は、乙の負担とする。 

 ⑴ 賃貸借物件の利活用等に当たっては、法規制等を必ず遵守し、隣接土地所有者及び地域住民等

地元関係者との調整又は協議等の必要が生じたときは、全て乙の費用と責任において解決しなけ

ればならない。 

 ⑵ 乙は、賃貸借物件が天災地変その他の事由によって損壊した場合は、甲及び乙の協議により修

繕を行うものとする。 

 ⑶ 前号の事由による損壊により、乙の責めにより第三者に損害を与えた場合には、乙はその賠償

の責めを負うものとする。 

 ⑷ 使用状況等を確認するため、甲が賃貸借物件の利用状況等について調査をするとき、又は関係

資料の提出を求めたときは、乙はこれに応じなければならない。 

 ⑸ 甲が安全対策上必要な事項又は賃貸借物件の管理上必要な事項についての指示、通知等をした

ときは、乙はその指示、通知等を遵守しなければならない。 

（利用停止等） 

第１０条 賃貸借物件の管理の必要により、甲が賃貸借物件の利用停止や管理上必要な措置を求めた 

ときは、乙はこれに応じなければならない。この場合、乙に発生した損害について、甲はその損害に 

対する責任を負わない。 

（資料等の提出） 

第１１条 乙は、賃貸借物件を使用する上で事故等が発生した場合は、直ちに甲に報告し、詳細につい

て報告書（様式は任意）を提出しなければならない。 

２ 債権の保全上必要があると認めるとき、第三者に賃貸借物件を転貸していると疑いがあるとき等、

甲が必要と認めるときは、甲は、乙に対し資料等提出を求めることができる。この場合において、乙

は、甲の指示に従わなければならない。 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

⑴ 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 

⑵ 甲において賃貸借物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 



⑶ 入札案内書４⑴ケに違反したとき又は入札案内書１３⑷に該当するとき。 

２ 乙は、前項第１号及び第３号の定めによる契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してそ

の補償を請求することができないものとする。 

３ 乙は合理的でやむを得ない理由がある場合においては、賃貸借期間中であっても解約希望日の６

か月以上前に、理由を付した書面でもって本契約を解約することができる。解約日は、甲が解約の申

入れを受領した日から６か月を経過する日までの間で甲が指定する日とし、甲は既納の賃料を乙に

返還しない。 

（賃貸借物件の返還） 

第１３条 乙は賃貸借期間が満了するとき又は賃貸借期間中に前条第１項若しくは第３項の規定によ

り本契約を解除するときは、甲の指定する期日までに賃貸借物件を原状に回復して甲に返還しなけ

ればならない。ただし、賃貸借物件が乙の責めに帰することができない事由により滅失し、若しくは

毀損しているとき又は甲が賃貸借物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状

のまま返還することができるものとする。 

２ 前項の賃貸借物件を原状に回復して甲に返還する日が、年度を跨いだときの賃料は、第２条で定

めるところによる。 

３ 賃貸借期間の満了によって本件借地権が消滅する場合には、乙は、期間満了１年前までに、本件建

物及び工作物等の取壊し等、賃貸借物件の返還に必要な事項を書面により甲に報告し、了承を得る

ものとする。 

４ 乙が第１項の指定期日までに原状回復その他必要な処置をしない場合は、賃貸借物件上の物件は、

甲において撤去することができるものとし、その費用は、乙の負担とする。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１４条 乙は賃貸借期間が満了したとき又は第１２条第１項第１号、第３号及び同条第３項の規定

により、本契約を解除したときは、賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他

の費用があっても、これを甲に請求することができない。 

（土地の滅失等） 

第１５条 賃貸借物件を滅失又は毀損したときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならな

い。 

２ 乙は、賃貸借物件の使用に当たって第三者に損害を与えたときは、乙の責任においてこれを処理

しなければならない。 

（事故等の責任） 

第１６条 乙が賃貸借物件を使用中に発生した事故等によって乙及び第三者が損害を受けた場合にお

いて、甲はその損害に対する責任を負わない。 

（違約金） 

第１７条 乙は、賃貸借期間中に、第４条から第１１条まで及び第１３条に違反したとき又は第１２

条第１項第１号及び第３号の規定により契約を解除したときは、第２条で定める契約金額の１００

分の１０に相当する額を違約金として、甲に支払う。 

２ 前項に規定する違約金は違約罰であって、第１９条に定める損害賠償額の予定又はその一部とは

解釈しない。 

（契約不適合責任） 

第１８条 乙は、本契約の締結後、賃貸借物件について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しない状態があることを発見しても、履行の追完の請求、賃料の減額の請求、損害賠償の請求をす

ることはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１９条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当

する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

（延滞料） 

第２０条 乙は、納付期日後に賃料を納付したときは、当該賃料に、その納付期限の翌日から納付した

日までの期間につき、年１４．６％の割合（ただし、各年の「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１

パーセントの割合を加算した割合をいう。）」が年７．３％の割合に満たない場合は、その年中におい



ては、その年中における延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合）を乗じて算出した金額に

相当する額を、甲の指定する期日までに延滞料として納付しなければならない。ただし、延滞料の金

額が１００円未満である場合は、この限りではない。 

  なお、乙は当該延滞料の支払いにより甲の契約解除権の行使を免れるものではない。 

（連帯保証） 

第２１条 丙は、賃料その他本契約から生じる乙の一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の

責任を負う。 

２ 前項の丙の負担は、当初の契約時に第２条で定める契約金額の１００分の６０を限度とする。 

３ 丙が乙の委託を受けて保証をした場合において、丙からの請求があったときは、甲は、丙に対し、

遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従

たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているも

のの額に関する情報を提供しなければならない。 

【事業用に供される賃貸借等で、連帯保証人が個人の場合】 

４ 乙は、丙に対して、本契約の締結に先立ち、次に掲げる項目について、情報の提供を行い、丙は当

該情報の提供を受けたことを確認するものとする。 

 ⑴ 財産及び収支の状況 

⑵ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 

⑶ 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びそ

の内容 

（連帯保証人に対する履行の請求の効力） 

第２２条 甲の丙に対する履行の請求は、乙に対しても、その効力を生ずるものとする。 

（賃料の納付不履行に係る同意） 

第２３条 乙及び丙は、乙及び丙が賃料を指定期日までに納付しなかったときは、甲が、債権の回収に

必要な範囲で、次に掲げる情報を利用し、又は関係機関に照会することに異議なく同意するものと

する。 

⑴ 福山市が保有する乙及び丙に関する税務関係情報 

⑵ 福山市上下水道局が保有する乙及び丙に関する情報 

⑶ 乙及び丙の勤務先、取引先金融機関、生命保険会社及び不動産仲介業者が保有する乙及び丙に

関する情報 

（契約の費用） 

第２４条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。 

（通知事項） 

第２５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲に対して遅滞なくその旨を

書面にて通知しなければならない。 

 ⑴ 名称、主たる事務所の所在地又は連絡先を変更したとき。 

 ⑵ 乙の地位について合併等による包括承継その他の変動が生じたとき。 

 ⑶ 代表者を変更したとき。 

 ⑷ 解散するとき。 

（信義誠実の義務） 

第２６条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、本件土地が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければなら

ない。 

（暴排条項） 

第２７条 乙は、暴力団等その他反社会的勢力との関係又は関与の事実がないことを誓約する。 

  なお、暴力団等反社会的勢力との関係又は関与の事実には、次に掲げる場合を含むがこれらに限

られないものとする。 

 ⑴ 乙の関係者が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者である。なお、乙の関係者は、乙、その役 

員若しくはこれに準ずる者又は乙の関連会社、その役員若しくはこれに準ずる者を含むものとす

る。 

 ⑵ 暴力団等反社会的勢力が乙の関係者の経営に関与している。 



 ⑶ 乙の関係者が暴力団等反社会的勢力に資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等反社

会的勢力の維持又は運営に協力又は関与している。 

 ⑷ 乙の関係者が暴力団等反社会的勢力とともに社会的に批判を受ける事業を営んでいる。 

（疑義の決定） 

第２８条 甲と乙は、本契約及び入札案内書に定めのない事項又は本契約及び入札案内書の規定の解

釈について疑義が生じた場合、法令及び慣行に従い、誠意を持って協議し、解決するものとする。 

（出訴裁判所） 

第２９条 本契約に関する紛争についての出訴裁判所は、広島地方裁判所福山支部とする。 

 

以上、本覚書の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

  年（令和 年）   月   日 

 

                   甲 （借地権設定者） 

福山市古野上町１５番２５号 

                      福山市 

福山市上下水道事業管理者 藤 井 康 弘 

                    

乙 （借地権者） 

 

 

                    

 

丙 （連帯保証人） 


